
主　　　　文

１　被告Ａは，原告に対し，２８１万３５３２円及びこれに対する平成８年５

月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　被告Ｂは，原告に対し，１４０万６７６６円及びこれに対する平成８年５

月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３　被告Ｃは，原告に対し，１４０万６７６６円及びこれに対する平成８年５

月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４　原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。

５　訴訟費用は，これを１０分し，その１を被告らの負担とし，その余を原告

の負担とする。

６　この判決は，第１項から第３項までに限り，仮に執行することができる。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事実及び理由

第一　請求

一　被告Ａは，原告に対し，３０３４万５０３２円及びこれに対する平成８年

５月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

二　被告Ｂは，原告に対し，１５１７万２５１６円及びこれに対する平成８年

５月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

三　被告Ｃは，原告に対し，１５１７万２５１６円及びこれに対する平成８年

５月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第二　事案の概要

本件は，亡Ｄの運転する自動車と原告の運転する自動車とが衝突した交通

事故について，原告が亡Ｄの相続人に対して不法行為に基づく損害賠償を請

求した事案である。

一　争いのない事実等（争いのない事実以外については，認定に用いた証拠を

併記する。）

１　本件交通事故

発生日時　　平成８年５月７日午後４時１０分ころ

発生場所　　北海道三石郡ａ町字ｂｃ番地先路上

加害車両　　軽四輪貨物自動車（室蘭ｄｅえｆｇｈｉ）

上記運転者　亡Ｄ

被害車両　　普通貨物自動車（室蘭ｊｋせｌｍｎｏ）

上記運転者　原告（昭和１１年８月１６日生）

事故態様　　本件交通事故の発生場所付近を東から西へ走行し，右カー

ブにさしかかった原告は，対向車線を走行してくる加害

車両が中央車線を越えてくるのを視認したので，被害車

両を減速停止させたが，加害車両がそのまま中央車線を

越えて走行を続けたため被害車両に衝突した。

２　責任原因



車両は，道路の左側部分を通行しなければならないところ，亡Ｄは，中

央車線を越えて道路右側部分に進入して，被害

車両に衝突させた過失がある。

３　原告の受傷等

（一）　本件交通事故により，原告は，頭部打撲，頚椎捻挫，腹部打撲，

顔面切創，筋収縮性頭痛の傷害を負った（原告は変形性頚椎症も本件交

通事故による傷害に含めているが，この点については争いがある。）。

（二）　原告の入通院期間は次のとおりである（なお，被告は入通院期間

の相当性（本件交通事故との相当因果関係）について争っている。）。

（１）　Ｋ病院

通院　平成８年５月７日，同月８日

入院　平成８年５月９日から同月２４日まで

（２）　Ｌ病院

通院　平成８年５月１５日

（３）　Ｍ病院

通院　平成８年５月８日から同月２３日まで（実通院日数２日）

平成９年１月１０日から同年５月８日まで（実通院日数２２

日）

入院　平成８年５月２４日から平成９年１月９日まで

（三）　原告は，Ｍ病院で，平成８年９月１０日にＣ（頚椎）４／５・５

／６前方固定術及び腸骨採取術（以下「本件第１手術」という。）を受

けた。その後，原告は術後牽引性のＣ５神経根神経障害（遅発性神経麻

痺）と診断され，同年１１月５日に原告は，前記病院で，Ｃ４／５の椎

間孔拡大，Ｃ５神経根開放術（以下「本件第２手術」という。）を受け

た（以上につき，乙２５号証，Ｆ証言）。

（四）  原告は，平成９年５月８日に症状固定となり，本件第１手術によ

る脊柱の変形及び頚椎可動域制限のうち重い方（後者）として自動車損

害保障法施行令別表の後遺障害等級（以下「後遺障害等級」という。）

６級５号，（腸骨採取に伴う）骨盤骨の変形として後遺障害等級１２級

５号，術後の右上肢神経根症状に伴う右肩痛，運動制限等の右上肢神経

症状として後遺障害等級１２級１２号に該当するとされ，併合５級の認

定を受けた（調査嘱託の結果）。（後遺障害と本件交通事故との相当因

果関係については争いがある。）

４　相続関係

亡Ｄは，平成８年５月７日に死亡した。被告Ａは，亡Ｄの配偶者であ

り，被告Ｂは，亡Ｄの子であり，被告Ｃは，亡Ｄの子であるＥ（平成４年

１２月２０日死亡）の子である。

二　争点



１　本件交通事故と原告の後遺障害との相当因果関係の存否及び（相当因果

関係があるとされた場合の）素因競合による減額の可否

２　損害論

三　争点１に対する当事者の主張

（原告の主張）

１　被告らは，本件第１手術は，原告が素因として有していた変形性頚椎症

に起因する症状に対する手術である上，医学的にも手術の必要性がなかっ

たにもかかわらず，行われたものであり，その結果原告に後遺障害が発生

したものであるから相当因果関係がないと主張している。

２　原告も，本件交通事故前から頚椎に変形があったこと自体を争うもので

はないが，原告は，本件交通事故前まで当該変形に伴う症状は一切発生し

ておらず，毎日厳しい肉体労働である漁業に従事していたものである。

３　本件交通事故は亡Ｄが対向車線に進入した上発生した正面衝突事故で，

亡Ｄがこれにより死亡していることからしても，事故の衝撃が極めて重大

であったことが推測できるところ，原告は，本件交通事故によって初めて

変形性頚椎症も原因となって強い頭痛，頚部症，筋けいれん等を発症さ

せ，長期間保存療法に努めたものの一向に回復せず，仕事に従事すること

ができなかった。

４　そして，医師により，このまま手術しなければ，前記症状が更に悪化す

る可能性もある上，これを軽減するためには手術が最良の方法であると聞

かされ，原告は本件第１手術を受けることを決意した。

５　本件第１手術後，原告に術後合併症として，遅発性神経麻痺が生じ，そ

の治療のために本件第２手術が行われた。被告らの代理人である保険会社

の従業員らは，Ｆ医師から本件第１手術に内在する危険性の説明を受け，

術後合併症を含めて，手術に起因すると考えられる症状が術後６ヵ月以内

に発症した場合には，保険で対応してもらいたい旨の申入れを承諾したか

ら，本件第１手術を起因として原告に生じた遅発性神経麻痺の治療のため

に行われた本件第２手術は，被告らにおいて予見していたものであり相当

因果関係が認められる。

６　本件で素因として認められるものは，加齢による変形性頚椎症のみであ

るが，その程度は年齢的に不相当なものではない上，本件交通事故前には

全く発症していなかった。また，前述したとおり，本件交通事故の態様の

重大性に照らせば，原告が死亡していても不思議ではないものであり，本

件の併合５級の後遺障害に対する損害をすべて被告らに負担させても何ら

公平の理念に反するものではない。したがって，本件で，素因競合による

減額は認められるべきではない。

（被告らの主張）

１　原告の後遺障害は，原告が素因として有していた変形性頚椎症に対し，



手術適応がないにもかかわらず，本件第１手術が行われた結果発生したも

のであり，本件交通事故と相当因果関係のないものである。すなわち，原

告の本件第１手術前の症状としては，頭痛，首の痛み，肩こりのみであ

り，その他四肢麻痺，深部腱反射の異常，巧緻障害等脊椎症に典型的な神

経学的異常は出現していなかった。したがって，このような症状を呈する

程度の変形性脊椎症では手術適応がなかったものと判断せざるを得ない。

２　本件第２手術は，本件第１手術の合併症に対するものであった。しか

し，前方固定術に基づき本件のような合併症が発症する可能性は，Ｆ医師

によれば，一般的には１パーセントにも満たず，高くとも５ないし７パー

セント程度であるとされている。このような発生率の低い合併症について

は本件交通事故との相当因果関係が否定されるべきである。なお，保険会

社の従業員は，Ｆ医師に対して，原告が本件第１手術を希望し，医師がこ

れを行うのであれば，これをとめることはできないが，その結果をすべて

賠償の範囲に含めるかは別の問題である旨の指摘をしている。

３　仮に，原告の後遺障害と本件交通事故との間に相当因果関係が認められる

としても，原告には変形性頚椎症，脊柱管狭窄等という素因があり，か

つ，当該素因が前記傷害に重大な影響を与えている。すなわち，原告には

術前に変形性脊椎症が認められていたが，これは，加齢に起因する疾病で

あり，本件交通事故によって出現したものではない。また，原告の脊椎の

うちＣ４／５・５／６についてはかなり厳しい骨棘が脊髄を圧迫してい

る。加えて，原告には脊柱管狭窄が認められるが，これは先天性のもので

あって本件交通事故によって出現したものではない。

本件第１手術は，頭痛，首の痛みを軽減すること，及び，術前には神経

学的症状が発症していなかったものの前記のような状態の変形性脊椎症を

放置すると骨棘が脊髄を圧迫し，やがて，神経学的症状が発症するおそれ

があることから，これを予防することを目的として行われた。しかし，予

防的手術の結果を本件交通事故と相当因果関係があるということはできな

いはずである。

以上の点に鑑みれば，仮に相当因果関係を認めるとしても５割以上の素

因減額がなされるべきである。

四　争点２に対する当事者の主張

（原告の主張）

本件交通事故による原告の損害は以下のとおりである。

１　治療費　　３６９万３４１８円

２　入院雑費　　３１万９８００円

１日当たり１３００円とし，これに入院期間（２４６日）を乗じた。

３　休業損害（網の回収費用を含む。）　　９７２万６０２３円

（一）　基礎収入



原告は，漁業を営む者であるが，平成７年度の収入は（雑収入を除

く。）１８４８万９７８６円であり，経費等は１８２７万５８９６円で

あるため，経常利益は２１万３８９０円となる。しかし，次の経費（合

計７２０万０８３３円）は，固定経費として休業損害の算定の基礎収入

に含めるべきであるから，基礎収入としては，７４１万４７２３円（１

日当たり２万０３１４円）となる。仮に，原告の収入が不明とするな

ら，本件交通事故当時原告は５９歳であり，男子年齢別賃金センサスに

より年収６６４万０５００円で計算されるべきである。

（１）　漁具の減価償却費　　１４０万８１４９円

（２）　公租公課　　　　　　　１０万０３００円

（３）　損害保険料　　　　　　７０万２９７５円

（４）　減価償却費　　　　　　５３万５０３３円

（５）　地代家賃　　　　　　　　２万８３２５円

（６）　漁船修繕費　　　　　２４０万５７６２円

漁船を維持するために必要な修繕費用である。平成７年度の

青色申告において計上した２８６万８６２１円のうち，事故によ

る修復費用４６万２８５９円を控除した金額である。

（７）　利子割引料　　　　　１２４万２５８５円

各種借入金の利子である。

（８）　車両費　　　　　　　　２０万円

車検費用である。

（９）　負担金　　　　　　　　４０万６５２４円

出資予約金，経営負担金，栽培漁業基金，ウニ種菌放流，た

こ部会費，倉庫代といったもので，操業の有無にかかわらず徴収

されるものである。

（10）　除却費　　　　　　　　 ６万６０００円

廃車により償却したものである。

（11）　利用料　　　　　　　 １０万５１８０円

無線利用料である。

（二）　休業期間

原告の休業期間は，本件交通事故のあった平成８年５月７日から症状

固定日である平成９年５月８日までの３６７日である。

原告は，Ｇ丸という漁船でたこ漁を行っている。たこ漁は，例年１１

月ころ漁場に仕掛けを入れ，１ヵ月ないし１ヵ月半後仕掛けを引き上げ

たこを捕り，再び仕掛けを入れることを繰り返し，翌年８月ころまで漁

を継続する。本件交通事故前まで，原告を漁労長，原告の子であるＨを

船長とし，甲板員１名を含めた３名で作業に従事していた。原告は，漁

労長として，漁場の選択，仕掛けの調整のみならず，甲板員としての仕



掛けの準備，積み込み，設置，仕掛けを回収し，たこを針から外す作業

に従事していた。

しかし，漁労長である原告が入院したため，平成８年１１月にたこ漁

を開始することができなかった。平成９年１月に原告は船に乗り込み，

たこ漁を再開したが，傷害が癒えてはいなかったので，作業に従事する

ことができず，もっぱら漁場の選択，仕掛けの設置の指示を行っていた

のみである。そして，原告の代わりに作業を行う者として，原告の妻を

船に乗り込ませた。

後述するとおり，原告の妻が家事業務を犠牲にして乗船している以

上，仮に若干の売上があったとしても，原告の休業損害から控除すべき

ではなく，症状固定時までの全日分が認められるべきである。

（三）　原告は，本件交通事故前に網入れをしたが，本件交通事故のため

網の回収，整理を依頼し，その報酬として，２２７万０７８５円を支

払った。

４　後遺障害逸失利益　　４５２３万０８７０円

（一）　原告の基礎収入は前記３（一）のとおり７４１万４７２３円であ

る。労働能力喪失率は７９パーセント（後遺障害等級５級）である。原

告の症状固定時の年齢が６０歳であり，平成９年簡易生命表の平均寿命

の約２分の１である１０年間は，就労可能であると考えられるので，こ

れに対応するライプニッツ係数は７．７２１７である。すると，後遺障

害による逸失利益は４５２３万０８７０円となる。

（二） 原告は右腕が肩より上に持ち上げることができないという後遺障害

があるところ，原告の漁業は，乗組員が数名の小型船で行われているも

のであり，網や縄の海面への入れ方，出し方が漁獲高との関係で極めて

重要であり，本件交通事故前より，自ら網，縄，かご等を出し入れして

いた原告にとって上記症状により力仕事ができなくなったことは極めて

致命的となっている。確かに，漁獲高は一旦本件交通事故前の６割程度

にまで回復したが，漁獲高は毎年の魚の値段で大きな高低差があるので

あり，これをもって労働能力喪失率が７９パーセント以下と考えること

は不合理である。

なお，原告の長男であるＨが本件交通事故の３年前から原告の船で稼

働しているが，長男の労働に対しては，専従者給与を支払っており，税

務上売上から控除されている以上，既に評価されているといえ，その寄

与は原告の労働能力喪失割合を考える上で全く問題とならない。さらに

原告の妻は本件交通事故前は専業主婦として毎日自宅で同居している原

告の高齢の両親の世話をしていたが，本件交通事故により長期間船を出

すことが不可能となり，借金もかさんで他に乗組員を雇うことができな

かったためやむを得ず乗船して，原告の漁を手伝うことになった。この



ように原告は，本件交通事故後，家族を犠牲にして何とか操業を継続し

ているのであってその分を寄与として賠償額を低く考えることは極めて

正義に反する。

５　慰謝料

（一）　入通院慰謝料　　３６０万円

原告の症状，入通院期間及び２度にわたる手術を受けたことに鑑みる

と，入通院慰謝料としては３６０万円が相当である。

（二）　後遺障害慰謝料　　１４５０万円

原告の本件交通事故による後遺障害の程度に鑑みると，後遺障害慰謝

料としては１４５０万円が相当である。

６　弁護士費用　　５５０万円

原告は，本件訴訟の遂行を原告訴訟代理人に委任し，５５０万円を支払

うことを約した。

７　既払金

原告は，当初２１８８万００４７円の既払金があると主張していたが，

後に，被告が主張するとおりの２１９０万０９４７円で争いがないことに

なった。ただし，これに伴う請求の趣旨の変更は特に行っていない。

（被告らの主張）

１　治療費

額について争う。

２　入院雑費

入院期間の相当性について争う。

３　休業損害等

（一）　経常利益の額（２１万３８９０円）は認める。原告の主張する固定

経費のうち，３（一）（１）から（５）までの費用の固定経費性は認

め，その余は争う。

（二）　休業期間は否認する。原告は平成９年１月中旬から操業を開始し

ている。

（三）　網の回収費用は，特別損害であり，その予見可能性について争

う。

４　後遺障害逸失利益

争う。

５　慰謝料

争う。

６　弁護士費

不知。

７　既払金

既払金は２１９０万０９４７円である。



第三　判断

一　本件において，亡Ｄが本件交通事故について不法行為責任を負い，同人の

原告に対する損害賠償債務を相続人である被告らが相続したことについては

当事者間に争いがない。

二　本件交通事故と原告の後遺障害との相当因果関係の存否及び（相当因果関

係があるとされた場合の）素因競合による減額の可否について

１　認定事実

前記争いのない事実等，関係証拠（認定に用いた証拠は併記する。）及

び弁論の全趣旨によれば次の事実を認めることができる。

（一）　原告は，本件交通事故後，救急車でＫ病院に搬送され，後頚部の圧

痛,運動痛，自発痛が認められ，外傷性頚椎捻挫と診断されたが，自宅

で安静をするようにとのことで一旦帰宅した（甲２号証，乙３号証の

１，原告供述）。

（二）　しかし，症状が改善されなかったため，原告は，平成８年５月８日

にＭ病院とＫ病院に通院した（甲２７号証）。Ｍ病院では，脳のＣＴ検

査及び頚部のレントゲン検査を受け，前者の検査の結果，明らかな出血

等は認められないが，両側前頭部を中心に硬膜下滲出液を思わせる所見

があるとされ，後者の検査の結果，脊柱管狭窄，椎間板硬化，Ｃ４／

５・５／６右椎間孔狭小の所見があるとされた（乙１２号証の１，１８

号証）。

（三）　平成８年５月９日から同月２４日まで，原告はＫ病院に入院した。

この間みられた主な症状は，後頭部から後頚部にかけてのだるさ（頭

重感），肩から胸にかけての打撲痛，両下肢痛，左側腹部痛，瞼のだる

さ等であった（乙５号証の１から５まで，９号証）。また，原告が左頭

部が締め付けられるような痛みを訴えたこともあり，同月１５日に原告

はＬ病院で検査を受けた。そこでの検査結果は，自覚症状として後頚部

の運動痛，圧痛が認められ，頭部レントゲン検査については正常範囲

内，頚椎レントゲン検査についてはＣ５／６に脊椎症がみられる，ＣＴ

所見については異常なし，神経学的にも異常なしというものであった

（以上につき，乙８号証の１から１０号証まで）。

（四）　平成８年５月２２日に原告はＭ病院で診察を受けた。ここでは，自

覚症状として両肩からこめかみにかけての強い締め付け感，大後頭神経

痛が認められ，ＭＲＩ（磁気共鳴映像法）検査の結果，脊柱管狭窄，Ｃ

４／５・５／６に強い脊髄圧迫の所見があるとされた（乙１２号証の

２，５０号証）。

（五）　原告は，平成８年５月２４日にＫ病院からＭ病院に転院して，入院

した。本件第１回手術前の原告の中心的な自覚症状は，後頭部から両頚

部，肩にかけての強い痛み，筋けいれん，不快感であったが，深腱部反



射は正常であり，四肢麻痺もみられなかった。レントゲン検査では，Ｃ

４／５・５／６の椎間板硬化，椎間孔狭小化の所見があり，ＭＲＩ検査

及びミエログラム（脊髄造影法）検査では，Ｃ４／５・５／６の脊髄圧

排の所見がある（以上につき，乙２５号証，Ｆ証言。ただし，脊髄圧排

の程度については，乙２５号証の入院要約では強度とされているが，平

成８年７月３０日行われたミエログラム検査の所見では軽度（not 

severe）とされており，Ｆ医師も同日付のミエログラムのＣＴ画像上は

脊髄の扁平の度合いはそれほどひどくないと証言している。）

（六）　Ｍ病院では，本件第１手術まで保存的治療を継続していたが，原告

の痛みの症状に変化がみられなかった（乙２５号証，Ｆ証言）。Ｆ医師

は，Ｃ４／５・５／６に骨棘が明らかに認められ，これにより脊柱管前

後径が狭くなっていること，椎間板（孔）の狭小化もみられることか

ら，原告に変形性頚椎症があると考え，また，運動時にＣ４／５に（通

常以上に）力がかかりやすくなってしまうという不安定性も認められる

と考えていた（Ｆ証言）。原告の神経学的異常の存否についてははっき

りしなかったが，Ｆ医師は，前記の点に鑑みて，原告の痛み等の自覚症

状は変形性頚椎症があるところに本件交通事故が重なって生じたもので

あると判断し，原告の首の痛みを軽減し，かつ，骨棘が脊髄を圧迫して

いる状況を放置することにより神経学的な症状が発症するおそれを取り

除くために，原告に対して，手術（前方固定術）による治療を選択肢の

１つとして提示した（Ｆ証言）。

(七）　平成８年９月１０日に，原告はＭ病院で腸骨採取術の後，Ｃ４／

５・Ｃ５／６の前方固定術（すなわち本件第１手術）を受けた（乙２

１，２５号証）。

(八）　本件第１手術後，原告の頭痛や頚部痛は消失したが，両肩痛は残り

（乙２５号証，２６号証の７。ただし，乙３１号証の１９によると，頭

重感の訴えがある。），平成８年９月１３日から右手指のしびれや右上

肢のしびれの訴えがあり（乙３１号証の１９），同月１４日の晩から右

上肢の挙上が困難となる症状が現れ（乙２６号証の７。なお，乙３１号

証の２０には「左上肢」の挙上困難の記載があるが，他の証拠に照らし

て「右上肢」の誤記と思われる。），その後も，程度の差はあっても基

本的に右手指のしびれや右上肢の挙上困難の症状が継続した（乙３１号

証の２１から３１まで）。

（九）　Ｆ医師は，前記の原告の症状は，前方固定術の合併症として稀にみ

られる遅発性神経麻痺であると考え，通常は２，３週間で症状が改善す

るため，経過観察を行っていたが，原告の症状が１ヵ月半たっても改善

しないので，神経根部の肉芽組織が増殖し，これによる神経の圧迫によ

り，前記の神経麻痺が改善しないものと判断し，平成８年１１月５日に



Ｃ４／５の椎間孔拡大及び神経根開放術（すなわち本件第２手術）を行

った（乙２５号証，Ｆ証言）。

（十）　原告は，平成９年１月９日にＭ病院を退院し，以後同病院に通院し

たが，同年５月８日に症状固定の診断を受けた。原告には，脊柱の変形

及び頚椎可動域制限，（腸骨採取に伴う）骨盤骨の変形，術後の右上肢

神経根症状に伴う右肩痛，運動制限等の右上肢神経症状の後遺障害が残

った。

２　本件交通事故と原告の後遺障害との相当因果関係の存否

（一）　この点，被告らは，原告の後遺障害は，原告が素因として有してい

た変形性頚椎症に対し，手術適応がないにもかかわらず本件第１手術が

行われた結果発生したものであるから，本件交通事故と相当因果関係が

ない旨の主張をし，乙１０１号証のＩ医師の意見書（以下「Ｉ意見書」

という。）がこれに沿う内容となっている。

（二）　Ｉ意見書によると，外傷（頚髄損傷）の手術適応は，椎体の亜脱臼

等により不安定性が認められる場合，又は大きな椎間板ヘルニア，骨

棘，後縦靱帯骨化巣等脊髄を圧迫する病変が認められる場合に認められ

るとされ，変形性頚椎症の手術適応は，神経症状として運動麻痺が認め

られる場合，又は神経症状が軽度であっても自覚症状が強く，そのため

に日常生活に著しい障害をきたしている場合で，かつ，（いずれの場合

についても）画像所見上，脊髄の圧迫病変が明らかに認められる場合に

認められるとされている。そして，本件では，不安定性や脊髄を圧迫す

る病変が認められないから外傷の手術適応がなく，脊髄の圧迫変形も極

めて軽微であるから，変形性頚椎症として手術に踏み切ったことはかな

り大胆であったと評価している。ただし，自覚症状が強く，患者への説

明が十分になされ，患者も納得した上での手術で，術後は自覚症状が改

善したということであればこれを全く否定することもできないが，これ

は，あくまでも変形性頚椎症に対する矯正であるから，本件第１手術に

伴う後遺障害を本件交通事故の加害者の責任とすることは合理性を欠く

としている（以上につき，乙１０１号証）。

（三）　原告には，本件交通事故以前より，（客観的には）変形性頚椎症

の状態があったが，本件で（本件第１手術前に）原告が訴えていたよ

うな強い自覚症状があったことを示す証拠がないことから，本件交通

事故により発症したものと考えられる。そして，Ｍ病院では，平成８

年５月２４日の入院時から原告に対して３ヵ月程度保存的治療を継続

していたが，自覚症状の改善が認められなかったため，同年９月１０

日に本件第１手術に踏み切ったものである。原告のレントゲン写真等

に基づく不安定性の評価や脊髄の圧迫の程度の見方について，Ｆ医師

とＩ意見書との間で見解の相違があるが，これらはいずれも撮影の仕



方の影響を受けることや判断に主観的要素が入り込むことが避けられ

ないものであり，一概にＦ医師の判断が誤りであったとすることはで

きない。また，頚椎椎間板症の手術適応がある場合として，苦痛が強

く２，３ヵ月の保存的治療によってもそれが軽快しない場合を挙げて

いる文献もあるところであり（乙１０２号証），しかも本件第１手術

により，原告の頭痛等の自覚症状の軽減が認められることに照らせ

ば，一定期間の保存治療後になされた本件第１手術が手術適応のない

ものであったと断じることは困難であるといわざるを得ない。

本件における原告の後遺障害はいずれも直接的には本件第１手術に

起因するものであることは明らかであるが，以上に述べたとおり，本

件交通事故により，原告の変形性頚椎症が発症したと考えられ，これ

に対する本件第１手術も手術適応がなかったとまで評価できない以

上，これに伴う原告の後遺障害が本件交通事故と相当因果関係がない

ということはできない。

（四）　なお，本件第２手術は，本件第１手術に伴い稀に生じる合併症に対

するものである（Ｆ証言）が，被告らは，この点をとらえて，発生率

の低い合併症まで本件交通事故との相当因果関係を認めるべきではな

い旨の主張をしている。しかしながら，発生率が低いとはいえ，（手

術方法自体に誤りがなくても）本件第１手術のような前方固定術に起

因して発生しうるものである以上，本件交通事故との相当因果関係自

体を否定することは相当でない。

３　素因競合による減額の可否

頚椎捻挫による首の痛みであるなら通常は６週間から８週間程度で症状

が軽快する（Ｆ証言）にもかかわらず，本件では自覚症状が継続したこと

に照らすと，既に述べたとおり，原告の症状は，本件交通事故により原告

がもともと有していた変形性頚椎症が発症したというべきものである。そ

して，この点は，入通院の長期化及び本件第１手術の実施についての主要

な要因の１つとなっているものである。こうした点に鑑みれば，本件交通

事故により原告に発生した損害の全額を被告らに負担させるのは相当では

ないというべきであり，民法７２２条２項を類推して，既払金を控除する

前の原告の損害（弁護士費用を除く。）から４０パーセントを控除するべ

きである。

三　損害論

１　治療費　　　　　　　　３２９万７３９６円

原告は，３６９万３４１８円と主張するが，これを認めるに足りる証拠

がないので，被告らが治療費として支払ったことを自認する３２９万７３

９６円の範囲で認める。

２　入院雑費　　　　　　　　３１万９８００円



１日当たり１３００円とし，これに入院期間（２４６日）を乗じた分を

認める。

３　休業損害等　　　　　　６６５万９２６１円

（一）　基礎収入について

まず，平成７年の収入（雑収入を除く。）１８４８万９７８６円（甲

８号証）から経費及び売上原価の合計１８２７万５８９６円（甲８号

証）を控除した２１万３８９０円が経常利益となる。そして，基礎収入

に含めるべき固定費用は，以下のとおり合計６２７万５０７１円とす

る。（なお，以下の（１）から（５）までについては，これを基礎収入

に含めることに争いがない。）そうすると，休業損害を計算するにあた

っての基礎収入（年収）は，６４８万８９６１円となる。

　　　　（１）　漁具の減価償却費　　１４０万８１４９円

　　　　（２）　公租公課　　　　　　　１０万０３００円

　　　　（３）　損害保険料　　　　　　７０万２９７５円

　　　　（４）　減価償却費　　　　　　５３万５０３３円

　　　　（５）　地代家賃　　　　　　　　２万８３２５円

　　　　（６）　漁船修繕費　　　　　１６８万円

後述するとおり，休業期間としては，平成８年５月７日から平成９

年５月８日までとするが，原告のたこ漁の操業期間が１月から１０月

まで（甲８号証。なお，原告の主張によれば，１１月に網入れをし，

１ヵ月か１ヵ月半後にこれを引き上げ，この繰り返しが８月まで続く

ということであるが，甲８号証の「所得税青色申告決算書付表（漁業

用）」の操業期間の欄の記載と併せてみれば，網入れとしては，１１

月から翌年８月ころまでで，網の引き上げが１月から１０月ころまで

と推測される。）であるところ，原告は平成８年５月から同年１２月

までは操業していない（争いがない。）から，この期間については，

操業している場合に比べて修繕費は低いことが予想される。そこで，

原告の主張する額（２４０万５７６２円）の約７割の１６８万円を固

定費用として基礎収入に含めることとする。

　　　　（７）　利子割引料　　　　　１２４万２５８５円

甲２６号証に示された原告の借入時期，借入金額に照らすと，甲８

号証に記載された利子割引料（１２４万２５８５円）程度の利払があ

るものと推認できるのでこれを固定費用として基礎収入に含めること

とする。

　　　　（８）　車両費

原告は車検費用と主張しているが，これを認めるに足りる証拠はな

く，固定費用といえるか否かの判断がつかないので，基礎収入に含め

ないこととする。



　　　　（９）　負担金　　　　　　　　４０万６５２４円

この負担金は，出資予約金，経営負担金，栽培漁業基金，ウニ種菌

放流，たこ部会費，倉庫代といったもので，その性格上操業の有無に

かかわらず徴収されるものであると認められるところ，甲９号証から

２４号証までの精算書等に照らし，甲８号証に記載された負担金（４

０万６５２４円）程度の支払があるものと推認できるので，これを固

定費用として基礎収入に含めることとする。

　　　　（11）　除却費　　　　　　　　　６万６０００円

甲８号証によれば，これは，クラウン及び軽トラックの廃車により

計上されたものであることが認められる。これは少なくとも計数上の

費用にすぎないので基礎収入に含めることとする。

　　　　（12）　利用料　　　　　　　　１０万５１８０円

甲１１号証の１，２０号証の１及び２７号証によれば，これは無線

利用料であり，その性格上操業の有無にかかわらず徴収されるもので

あるとが認められるので，これを固定費用として基礎収入に含めるこ

ととする。

（二）　休業期間等

原告は，Ｇ丸という漁船でたこ漁及びメヌキ，キンキ漁を行っていた

（甲８号証，３０号証。なお，平成７年度では，たこ漁とメヌキ等の漁

の水揚げは，漁獲高の比率で約９５対５，金額の比率で約７０対３０で

あり（甲８号証），原告にとってたこ漁が事業の中心である。）。たこ

漁の漁期は，前述のとおり，網入れの時期を基準とすれば，１１月から

翌年８月ころまでである。本件交通事故前まで，原告を漁労長，Ｈを船

長とし，甲板員１名を含めた３名で作業に従事していた（以上につき，

甲２７号証）。

しかし，本件交通事故により原告は平成８年５月から同年１２月まで

全く操業できなかった（争いがない）。平成９年１月ころに原告は船に

乗り込み，たこ漁を再開したが（もっとも，原告供述によると沖にでた

のは同年２月に入ってからとのことである。），原告の代わりに作業を

行う者として，これまで主として原告の老齢の両親の世話をするなど主

として家事に従事していた原告の妻が船に乗り込んでいる（甲２７号

証，３１号証）。

そして，原告の水揚げは，本件交通事故前の６割程度に回復するに至

っている（甲２７号証，原告供述）。なお，メヌキ等の漁は再開できて

いない（甲３０号証）。

以上の点に鑑みると，休業期間としては，本件交通事故のあった平成

８年５月７日から症状固定日である平成９年５月８日までとすべきであ

る。



ただし，原告の漁業は個人事業であり，休業損害の存否も基本的に事

業を単位としてみるべきものであること，平成９年１月ころからたこ漁

が再開されていること，水揚げも次第に上がって本件交通事故前の６割

程度にまで回復していることからすれば，妻が家事を犠牲にして船に乗

り込んで作業を手伝っている点やメヌキ等の漁が再開できていないこと

を考慮しても，全く操業がなかったものとして休業損害を計算するのは

相当ではなく，全休業損害のうち３割程度の収入はあったものとして，

これを休業損害に含めないこととする。

（三）　以上の考え方に従って，原告の休業損害を計算すると，以下のと

おり４５６万７１６１円となる。

(計算式）６４８万８９６１円×（１＋２／３６５）×（１－０．３）

≒４５６万７１６１円

（四）　原告は，本件交通事故前に網入れをしたが，本件交通事故のため

第三者に網の回収，整理を依頼し，その報酬として，２２７万０７８５

円を支払ったと主張している。これに対して，被告は，この種の損害は

特別損害であり，予見可能性がない旨主張するが，本件交通事故がたこ

漁の操業期間中に起きていることからすれば，特別損害とはいえない。

もっとも，原告が当該損害の裏付けとして提出した領収証（甲２８号

証）は，その合計額が，前記金額を超えるものであり，原告の船の乗組

員であったＪやＨに対する給与も含まれている（甲２８号証，３０号

証）ため，原告の主張する損害との対応関係が不明確な部分がある。ま

た，本件交通事故前に入れた網の回収，整理費用という以上，平成８年

５月から同年８月までに要した費用については何とか原告が主張する性

質のものと推測できるものの，それ以降の平成８年１０月から同年１２

月に支払われた費用については，現在の証拠関係からは，そのような推

測をするのは困難であり，上記損害に含めるのは相当ではない。なお，

ＪやＨに対する給与分は，網の回収，整理費用に直接含まれるものでは

ないが，固定経費的な意味合いを持つものと評価する余地もあるのでこ

こでの損害に含めておくこととする。そうすると，網の回収，整理費用

等の損害として２０９万２１００円を認めることができる（甲２８号

証）。

４　後遺障害逸失利益　　１８５７万０２２８円

（一）　基礎収入について

基本的には，休業損害の基礎収入に準拠することになるが，後遺障害

逸失利益を計算する際の基礎収入としては，休業損害の時と異なり，船

の修繕費については通常の操業が行われることを前提とすべきであるか

ら原告の主張する２４０万５７６２円を収入に組み入れることとする。

そうすると，基礎収入は７２１万４７２３円となる。



（二）　就労可能期間について

原告の症状固定時の年齢が６０歳であることから，平成９年簡易生命

表の平均寿命の約半分である１０年とする。なお，本件交通事故日と症

状固定日が約１年開いていることから，後遺障害逸失利益の本件交通事

故日時点での現価を計算するにあたっては，１１年のライプニッツ係数

（年５パーセント，年金現価型）８．３０６４から１年のライプニッツ

係数０．９５２３を控除した数値７．３５４１を用いる。

（三）　労働能力喪失割合について

原告は，漁における原告の中心的な役割を強調し，原告の家族を犠牲

にして何とか操業を継続しているにもかかわらず，その分を寄与として

賠償額を低く考えることは極めて正義に反するとして，少なくとも後遺

障害等級５級の場合の７９パーセントの喪失率を認めるべきである旨主

張している。しかしながら，休業損害のところで述べたように，本件に

おける原告の労働能力喪失割合は実際に営まれている事業の収入状況と

全く切り離すことはできない上，原告の年齢等も考慮すると原告の事業

における原告自身の役割が相対的に低下していくことも想像に難くない

ところである。そして，休業損害のところで指摘した事情もあわせて考

えると１０年間を通じてみた場合の原告の労働能力喪失割合は３５パー

セント程度とみるのが相当である。

（四）　そうすると，原告の後遺障害による逸失利益は，下記の計算のと

おり１８５７万０２２８円となる。

（計算式）７２１万４７２３円×７．３５４１×０．３５

≒１８５７万０２２８円

５　慰謝料　　　　　　　１６２０万円

（一）　入通院慰謝料

本件交通事故の態様，原告の症状，入通院期間に鑑みると，入通院慰

謝料としては２７０万円が相当である。

（二）　後遺障害慰謝料

原告の本件交通事故による後遺障害の程度に鑑みると，後遺障害慰謝

料としては１３５０万円が相当である。

６　争点１に対する判断で述べたとおり，本件では，１から５までの損害の

合計額４５０４万６６８５円から素因等による減額分として４０パーセン

ト分を控除する。そうすると，損害額は，２７０２万８０１１円となる。

そしてこの額から既払額である２１９０万０９４７円を控除すると残額は

５１２万７０６４円となる。

７　弁護士費用　　５０万円

本件における訴訟の審理経過及び認容額に照らすと，原告が支払うこと

となる弁護士費用のうち本件交通事故と相当因果関係にある損害に含める



ことができるのは５０万円とするのが相当である。

四　結語

以上によれば，本件で認められる原告の損害額は総額で５６２万７０６４

円になるところ，被告Ａはこの２分の１（２８１万３５３２円）を，また，

被告Ｂ及び同Ｃは各４分の１（１４０万６７６６円）ずつを相続したことに

なる。よって，原告の本訴請求は，被告らに対してそれぞれの相続分の金額

及びこれに対する平成８年５月７日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める限度で理由がある。

札幌地方裁判所民事第１部

　　　　　　　　　裁判官  飛　澤　知　行


